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令
和
７
年
分
確
定
申
告
は

ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
申
告
を

　
確
定
申
告
の
受
け
付
け
は
、
２

月
16
日（
月
）か
ら
始
ま
り
ま
す
が
、

納
め
過
ぎ
た
税
金
の
還
付
は
、１
月

か
ら
申
告
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
自
宅
か
ら
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
な

ど
で
申
告
が
で
き
る
ｅ-

Ｔ
ａ
ｘ

が
便
利
で
す
。

　
ぜ
ひ
、
利
用
し
て
く
だ
さ
い
。

●
電
子
申
告
に
必
要
な
も
の

□
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド

□
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン（
マ
イ
ナ
ン

　
バ
ー
カ
ー
ド
読
み
取
り
対
応
）

□
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
に
設

定
し
た
次
の
パ
ス
ワ
ー
ド

①
署
名
用
電
子
証
明
書
の
パ
ス

　
ワ
ー
ド（
英
数
６
〜
16
文
字
）

②
利
用
者
証
明
用
電
子
証
明

書
の
パ
ス
ワ
ー
ド（
数
字

４
桁
）

●
確
定
申
告
書
の
作
成
方
法

　
　
国
税
庁
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
の「
確

　
定
申
告
書
等
作
成
コ
ー
ナ
ー
」で
、

　
画
面
の
案
内
に
従
っ
て
入
力
す

る
こ
と
で
、
確
定
申
告
書
や
決

算
書
な
ど
を
作
成
で
き
ま
す
。

●
書
面
に
よ
る
確
定
申
告
書
の
提
出

　
　
書
面
で
確
定
申
告
書
を
提
出

す
る
場
合
は
、
次
の
送
付
先
へ

郵
送
し
て
く
だ
さ
い
。

　
郵
送
先

〒
９
８
０-

８
４
０
６

仙
台
市
青
葉
区
上
杉
一
丁
目
１

番
１
号
　
仙
台
北
税
務
署
内

仙
台
国
税
局
業
務
セ
ン
タ
ー

　
総
務
部
税
務
課☎（

22
）１
１
２
１

　
築
館
税
務
署
☎（
22
）２
２
６
１

　
国
税
相
談
専
用
ダ
イ
ヤ
ル

0
5
7
０-

０
0
5
9
0
1

償
却
資
産（
固
定
資
産
税
）

の
申
告
は
２
月
２
日
ま
で

　
償
却
資
産
を
所
有
し
て
い
る
人

は
、
毎
年
１
月
１
日
現
在
の
所
有

状
況
を
申
告
し
て
く
だ
さ
い
。

償
却
資
産
と
は

　
製
造
業
や
販
売
業
、
サ
ー
ビ
ス

業
な
ど
、
事
業
の
た
め
に
使
用
し

て
い
る
機
械
や
器
具
、
備
品
な
ど

※

例
と
し
て
、
机
、
陳
列
ケ
ー
ス
、
製

造
・
加
工
用
機
械
、
乾
燥
機
、
舗
装
・

外
構
工
事
な
ど
が
該
当
し
ま
す
。

●
対
象
　
農
業
な
ど
の
自
営
業
者
、

工
場
や
事
業
所
、
ア
パ
ー
ト
経

営
な
ど
事
業
を
行
っ
て
い
る
人

の
償
却
資
産
で
、
耐
用
年
数
が

１
年
以
上
か
つ
、
１
品
あ
た
り

の
取
得
価
額
が
原
則
10
万
円
以

上
の
も
の
が
対
象
で
す
。

　
　
ト
ラ
ク
タ
ー
な
ど
、
自
動
車

税
・
軽
自
動
車
税
の
課
税
対
象

に
な
る
も
の
は
、
償
却
資
産
の

対
象
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　
　
ま
た
、
昨
年
中
、
新
規
に
事

業
を
始
め
た
人
は
、
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。

●
申
告
方
法
　
申
告
書
　
に
必
要

事
項
を
記
入
の
上
、
税
務
課
ま

た
は
、
各
総
合
支
所
市
民
サ
ー

ビ
ス
課
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　
総
務
部
税
務
課☎（

22
）１
１
２
１

所
得
申
告
用
要
介
護
・

要
支
援
認
定
者
の
お
む

つ
使
用
確
認
書
の
交
付

　
所
得
申
告
の
際
に
、
要
介
護
・

要
支
援
認
定
者
の
お
む
つ
代
を
医

療
費
控
除
と
し
て
申
告
す
る
場
合

は
、
次
の
書
類
が
必
要
で
す
。

　
な
お
、
所
得
金
額
や
領
収
書
の

合
計
金
額
に
よ
り
、
控
除
が
受
け

ら
れ
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

●
医
療
費
控
除
の
申
告
に
必
要
な

書
類
　

□
支
出
し
た
お
む
つ
代
の
領
収
書

□
お
む
つ
使
用
確
認
書※

※

介
護
保
険
法
に
基
づ
く
要
介
護
・
要

支
援
認
定
の
主
治
医
意
見
書
で
、
寝

た
き
り
状
態
で
あ
り
、
尿
失
禁
の
可

能
性
が
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
場

　
合
に
交
付
し
ま
す
。各
総
合
支
所
市
民

　
サ
ー
ビ
ス
課
で
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

※

初
め
て
控
除
を
受
け
る
人
に
つ
い
て

は
、
一
定
の
要
件
を
満
た
す
こ
と
で

お
む
つ
使
用
確
認
書
を
交
付
し
ま
す
。

※

お
む
つ
使
用
確
認
書
の
交
付
に
該
当

し
な
い
場
合
や
、
要
介
護
・
要
支
援

認
定
を
受
け
て
い
な
い
場
合
は
、
医

師
が
発
行
す
る
お
む
つ
使
用
証
明
書

が
必
要
で
す
。

※

詳
し
い
要
件
な
ど
は
、
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。

　
市
民
生
活
部
介
護
福
祉
課

☎（
22
）１
３
５
０

　
各
総
合
支
所
市
民
サ
ー
ビ
ス
課

所
得
申
告
用
障
害
者
控
除

対
象
者
認
定
の
手
続
き

 

　
65
歳
以
上
で
要
介
護
・
要
支
援

認
定
を
受
け
て
い
る
人
や
、
寝
た

き
り
状
態
の
人
は
、
障
害
者
手
帳

な
ど
の
交
付
を
受
け
て
い
な
く
て

も
、
障
害
者
控
除
対
象
者
認
定
を

受
け
る
こ
と
で
、
所
得
申
告
で
障

害
者
控
除
の
対
象
に
な
り
ま
す
。

●
認
定
基
準
　
令
和
７
年
12
月
31

日（
令
和
７
年
中
に
死
亡
し
た

人
は
死
亡
日
）を
基
準
日
と
し
、

次
の
と
お
り
認
定
し
ま
す
。

□
要
介
護
・
要
支
援
認
定
を
受

け
て
い
る
人
は
、
認
定
の
基

に
な
っ
た
調
査
結
果
で
認
定

□
要
介
護
・
要
支
援
認
定
を
受

け
て
い
な
い
人
で
、
６
カ
月

以
上
寝
た
き
り
状
態
の
人
は
、

民
生
委
員
の
調
査
書
で
認
定

※
過
去
に
障
害
者
控
除
対
象
者
認
定

に
該
当
し
た
場
合
で
も
、
必
ず
該

当
す
る
と
は
限
り
ま
せ
ん
。

●
申
請
方
法

□
市
役
所（
各
総
合
支
所
な
ど
）

　
の
申
告
相
談
会
場
で
申
告
を

行
う
場
合
は
申
請
不
要
で
す
。

□
税
務
署
お
よ
び
他
の
市
区
町

村
で
申
告
を
行
う
場
合
は
、

１
月
16
日（
金
）ま
で
、
各
総

合
支
所
市
民
サ
ー
ビ
ス
課
で

申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

※

１
月
16
日
以
降
も
申
請
を
受
け
付

　
け
ま
す
が
、所
得
申
告
を
行
う
１
週

　
間
前
ま
で
に
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

●
申
請
に
必
要
な
も
の

□
障
害
者
控
除
対
象
者
認
定
申

請
書
　

□
介
護
保
険
被
保
険
者
証
の
写

し（
令
和
７
年
中
に
死
亡
し

た
人
は
不
要
）

●
申
し
込
み
　
申
請
書
　
は
、
各

総
合
支
所
市
民
サ
ー
ビ
ス
課
で

配
布
し
ま
す
。
申
請
書
に
必
要

事
項
を
記
入
の
上
、
各
総
合
支

所
市
民
サ
ー
ビ
ス
課
に
提
出
し

て
く
だ
さ
い
。

●
結
果
の
通
知
　
申
請
結
果
は
、

２
月
上
旬
に
通
知
し
ま
す
。

　
市
民
生
活
部
介
護
福
祉
課

☎（
22
）１
３
５
０

　
各
総
合
支
所
市
民
サ
ー
ビ
ス
課

令
和
８
年
度
個
人
住
民
税

の
主
な
税
制
改
正

　
税
制
改
正
に
よ
り
、
令
和
７
年

１
月
１
日
か
ら
12
月
31
日
ま
で
の

収
入
を
基
に
し
た
令
和
８
年
度
の

個
人
住
民
税
が
次
の
通
り
適
用
さ

れ
ま
す
。

給
与
所
得
控
除
の
見
直
し

　
令
和
7
年
中
の
給
与
収
入
に
対

し
適
用
さ
れ
る
給
与
所
得
控
除
で
、

給
与
収
入
金
額
が
1
9
0
万
円
以

下
の
人
の
最
低
保
障
額
が
最
大
10

万
円
引
き
上
げ
ら
れ
ま
す
。（
表
１
）

　
な
お
、
給
与
収
入
が
1
9
0
万

円
を
超
え
る
場
合
の
給
与
所
得
控

除
額
に
変
更
は
あ
り
ま
せ
ん
。

各
種
扶
養
控
除
な
ど
の
所
得
要
件

額
の
引
き
上
げ

　
各
種
扶
養
控
除
な
ど
の
適
用
を

受
け
る
場
合
の
所
得
要
件
が
10
万

円
引
き
上
げ
ら
れ
ま
す
。（
表
２
）

家
内
労
働
者
等
の
特
例
の
見
直
し

　
家
内
労
働
者
な
ど
の
必
要
経
費

に
算
入
で
き
る
金
額
が
最
大
55
万

円
か
ら
65
万
円
に
引
き
上
げ
と
な

り
ま
す
。

特
定
親
族
特
別
控
除
の
新
設

　
令
和
７
年
12
月
31
日
時
点
で
19

歳
〜
22
歳
で
合
計
所
得
金
額
が
58

万
１
円
〜
１
２
３
万
円
の
親
族
が

い
る
場
合
、
親
族
の
所
得
に
応
じ

て
段
階
的
に
所
得
控
除
が
適
用
と

な
る
特
定
親
族
特
別
控
除
が
新
設

さ
れ
ま
し
た
。（
表
３
）

住
宅
ロ
ー
ン
減
税
の
借
入
限
度
額

の
上
乗
せ
措
置
の
延
長

　
子
育
て
世
帯
な
ど
が
認
定
住
宅

な
ど
の
新
築
を
し
て
令
和
６
年
中

に
入
居
し
た
場
合
、
住
宅
ロ
ー
ン

控
除
の
借
入
限
度
額
を
上
乗
せ
す

る
措
置
が
講
じ
ら
れ
ま
し
た
が
、

こ
の
措
置
が
令
和
７
年
中
に
入
居

し
た
場
合
に
も
延
長
さ
れ
ま
す
。

（
表
４
）

●
対
象

□
年
齢
が
40
歳
未
満
で
配
偶
者

が
い
る
人

□
年
齢
が
40
歳
以
上
で
年
齢
が

40
歳
未
満
の
配
偶
者
が
い
る
人

□
年
齢
が
19
歳
未
満
の
扶
養
親

族
が
い
る
人

　
総
務
部
税
務
課☎（

22
）１
１
２
１

国税庁ウェブサイト

確定申告書等
作成コーナー

表１　給与所得控除の見直し

給与収入額
給与所得控除の額

改正後改正前

162万５千円以下

162万5,001円～180万円

180万１円～190万円

　　　　 55万円

給与収入額×40％－10万円

給与収入額×30％＋８万円

65万円

表２　各種扶養控除などの所得要件額の引き上げ

※カッコ内は収入が給与のみの場合の収入金額です。

所得要件 改正後※改正前※

同一生計配偶者および扶養親族
の合計所得金額

（配偶者控除、扶養控除など）

ひとり親と生計が同じ子の
総所得金額等（ひとり親控除）

58万円
（123万円）

48万円
（103万円）

雑損控除の適用を認められる
親族に係る総所得金額等

勤労学生控除が適用される
合計所得金額

85万円
（150万円）

75万円
（130万円）

家内労働者の特例が適用される
必要経費に算入する金額の最低
保障額

65万円55万円

表３　特定親族特別控除の新設

※カッコ内は収入が給与のみの場合の収入金額です。

特定親族の合計所得金額※ 控除金額

  58万１円～95万円
（123万１円～160万円） 45万円

  95万１円～100万円
（160万１円～165万円） 41万円

  100万１円～105万円
（165万１円～170万円） 31万円

  105万１円～110万円
（170万１円～175万円） 21万円

  110万１円～115万円
（175万１円～180万円） 11万円

表４　住宅ローン減税の借入限度額の上乗せ措置延長
住宅の区分 借入限度額

認定長期優良住宅
認定低炭素住宅 5,000万円

ＺＥＨ水準省エネ住宅 4,500万円

省エネ基準適合住宅 4,000万円

  115万１円～120万円
（180万１円～185万円） ６万円

  120万１円～123万円
（185万１円～188万円） ３万円


